
                           

 

 

  

 

 

 



利用者負担額を含む介護報酬額 （令和４年４月～令和５年３月サービス提供

分）が、１００万円以下である。 

いいえ はい 

１００万円超 １００万円以下 

報告する義務がありま

す。報告方法、提出期限

等は、令和５年７月以降

に対象事業所へ通知し

ます。 

介護サービス情報を報

告（公表）したい。 

はい 

報告(公表)することは可能ですの

で、報告を希望する場合は、下記

までお問い合わせください。 

 

福岡市福祉局事業者指導課 

TEL 092-711-4257 

いいえ 

「介護サービス情報の公表制度における報

告の対象外届」に必要事項を記載の上、提出

（郵送）してください。 

100 万円以下であって、公表を希望しない

場合は、必ず「対象外届」を期限内に提出し

てください。 


